
  

宮城県、大阪府及び兵庫県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたこ

とを踏まえ、重点措置区域における出勤者数７割削減を目指すテレワーク等の推進をお

願いするものです。 
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テレワーク等の推進について 

 

平素より大変お世話になっております。 

テレワーク等については、これまでも各府省庁に対し、出勤者数の７割削減を目指すテ

レワーク等の推進を依頼し、所管団体及び独立行政法人等にテレワーク等の実施を呼びか

けていただいたところです。 

 

本日、4月 5日から 5月 5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県についてま

ん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」という。）とされたところで

す。 

 

重点措置区域である都道府県においては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処

方針（令和２年３月 28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）において、「事業者に

対して、職場への出勤等について、「出勤者数の７割削減」を目指すことも含め接触機会の

低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務

等を更に徹底するよう働きかけること」とされています。 

各府省庁におかれましては、これらの趣旨を十分ご留意の上、所管団体やその構成企業

等及び独立行政法人等に対する改めての周知・呼びかけをお願いします。 

 

なお、緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都道府県においては、「職場への出

勤等については、当面、「出勤者数の７割削減」を目指し、在宅勤務（テレワーク）や、出

勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進」することとされており、ま

た、緊急事態措置を実施すべき区域及び重点措置区域以外の都道府県においても、こうし

た趣旨を踏まえ、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働

きかけることとされておりますので、御留意ください。 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

（令和２年３月 28日（令和３年４月１日変更）（該当箇所抜粋） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

６）緊急事態措置区域から除外された都道府県における取組等 

① 緊急事態措置区域から除外された都道府県においては、前述したように「対

策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下が

るまで続ける」ことを基本とし、後述８）に掲げる基本的な感染防止策等に

加え、「緊急事態宣言解除後の対応」を踏まえるとともに、住民や事業者に対

して、以下の取組を行うものとする。その際、地域の感染状況や感染拡大リ

スク等について評価を行いながら、対策を段階的に緩和する。また、再度、

感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体

制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行いつつ、迅

速かつ適切に取組の強化を図るものとする。その際、「緊急事態宣言解除後の

地域におけるリバウンド防止策についての提言」（令和３年２月 25日新型コ

ロナウイルス感染症対策分科会）を参考にして取り組むものとする。 

 （中略） 

・ 職場への出勤等については、当面、「出勤者数の 7割削減」を目指し、在

宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務

等を強力に推進すること。その後、地域の感染状況等を踏まえながら、段

階的に緩和すること。 

（中略） 

７）重点措置区域における取組等 

① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急事態宣言解除後の対応」を

踏まえるとともに、まん延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、期

間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発生の動

向等を踏まえた集中的な対策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全

域への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防ぐ趣旨で創設されたも

のであることを踏まえ、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている

場面に効果的な対策を徹底するため、後述８）に掲げる基本的な感染防止策

等に加え、以下の取組を行うものとする。 

また、都道府県知事は、区域を指定するに当たって市町村単位や一定の区

画を原則とするなど、区域、期間及び業態を定めるに当たっては、効果的な

対策となるよう留意する。 

  （中略） 

・ 事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の 7割削減」を目

参考 



指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤

が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底するよう働きかけ

ること。 

８）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等 

  （中略） 

（職場への出勤等） 

・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人

との接触を低減する取組を働きかけること。 

 

 

 


